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令 和 ６ 年 度 　 生 活 の き ま り に つ い て （ 生 徒 用 ）  

令 和 ６ 年 ４ 月 ８ 日 　 生 徒 部 
 

１ ． 登 校 ・ 欠 席 ・ 遅 刻 ・ 早 退 ・ 外 出 に つ い て  
( 1 )  登 校 は 午 前 7: 0 0か ら 8: 2 5ま で の 間 と し 、 7: 0 0以 前 に 校 舎 に 入 る こ と は で き な い 。  
( 2 )  欠 席 ･遅 刻 を す る 場 合 は 、 7: 3 0か ら 8: 1 0ま で の 間 に 保 護 者 か ら ﾌｫ ｰ ﾑに て 連 絡 し て も ら う こ と 。 
( 3 )  8 : 3 0以 降 の 入 室 は 遅 刻 と す る 。  
( 4 )  遅 刻 し た 場 合 、 8： 35ま で は 生 徒 玄 関 ホ ー ル で 、 そ の 後 は 職 員 室 で 『 遅 刻 届 』 の 発 行 を 受 け 、

朝 の S H Rの 場 合 は H R担 任 に 提 出 す る こ と 。 授 業 中 は 教 科 担 任 に 提 出 す る こ と 。 休 み 時 間 ・ 昼

休 み は H R担 任 に 提 出 す る こ と 。 尚 、 8： 3 0に 生 徒 玄 関 の 中 央 ド ア を 施 錠 す る 。 8： 3 0以 降 登

校 の 生 徒 は 、 生 徒 玄 関 左 端 の ド ア を 使 用 す る こ と 。  
( 5 )  早 退 ・ 外 出 の 場 合 は 、 必 ず HR担 任 に 届 け 出 て 『 許 可 書 』 の 発 行 を 受 け る こ と 。  
　 　 昼 休 み 等 、 無 断 外 出 は し な い こ と 。  
( 6 )  休 日 は 施 錠 さ れ て い な い 左 端 の ド ア を 使 用 す る こ と 。  
　 （ 原 則 、 部 活 動 や 先 生 の 許 可 を 受 け て い る 者 以 外 の 休 日 登 校 は で き な い 。）  

 
２ ． 下 校 時 間 に つ い て  

( 1 )  顧 問 教 員 が つ か な い 場 合 、 ク ラ ブ ・ 外 局 ・ ク ラ ス 活 動 や 自 習 で 学 校 施 設 （ 部 室 棟 ・ グ ラ ウ ン

ド 等 を 含 む ） を 使 用 で き る の は 平 日 の 16: 4 0ま で と し 、 休 日 や 祝 日 は 使 用 で き な い 。  
( 2 )  顧 問 教 員 が つ く 場 合 で あ っ て も 、 平 日 1 9 : 0 0ま で に す べ て の 活 動 を 終 了 し 19 : 3 0ま で に 完 全 下

校 す る こ と 。 ま た 休 日 や 祝 日 は  9 : 0 0～ 1 7： 0 0ま で の 使 用 と す る 。（ 機 械 警 備 の た め  生 徒 玄

関 の 解 錠 8 : 3 0、 施 錠 1 7： 3 0） 学 校 施 設 を 使 用 す る 全 て の 活 動 は 着 替 え ・ 片 付 け を 含 め て こ

の 時 間 帯 で の 活 動 を 厳 守 す る こ と （ 特 別 な 場 合 に つ い て は 顧 問 教 員 か ら 別 途 指 示 あ り ）。  
 
３ ． 靴 に つ い て  

( 1 )  屋 内 で は 体 育 時 の 指 定 靴 か 黒 ま た は 濃 紺 色 の 運 動 靴 を 履 く こ と 。 ま た 記 名 す る な ど し て 他 の

靴 と 区 別 が つ く よ う に す る こ と 。  
( 2 )  生 徒 玄 関 で の 靴 の 履 き 替 え 時 、 コ ル ク 床 の 上 で は 靴 を 脱 ぐ こ と 。  
( 3 )  屋 内 フ ロ ア ー に 色 や 傷 が 付 く よ う な 上 靴 は 履 か な い こ と 。  

 
４ ． 貴 重 品 管 理 に つ い て  

( 1 )  多 額 の 現 金 や 高 価 な 物 品 は 持 参 し な い こ と 。 や む な く 持 参 し た 場 合 は 保 管 に 十 分 注 意 を は ら

い 、 HR担 任 等 に 預 け る こ と 。  
( 2 )  体 育 授 業 ･移 動 教 室 ･部 活 動 の 際 は 、財 布 等 の 貴 重 品 を 教 室 に 置 か ず 身 に 付 け る か 預 け る こ と 。

特 に 放 課 後 は 職 員 室 前 等 の 廊 下 に 鞄 を 放 置 し な い こ と 。  
                                             
５ ． BY O D端 末 の 使 用 に つ い て  
　 (1 )使 用 方 法  

　 教 室 内 AP（ ア ク セ ス ポ イ ン ト ） へ の 接 続 に つ い て は １ 人 １ 台 BYOD 端 末 の み と す る 。  
　 　 ※ 六 華 回 線 の AP は ス マ ー ト フ ォ ン ・ 携 帯 電 話 へ の 接 続 を 許 可 す る 。  
　 　 　 ① 学 校 で の 充 電 は 原 則 禁 止 。 充 電 が な い 場 合 は 担 任 や 教 科 担 当 の 先 生 に 相 談 す る こ と 。  
　 　 　 ② 授 業 時 間 中 は 「 授 業 に 関 係 の な い 端 末 の 使 用 」 を 禁 止 と す る 。  
    　 ③ 犯 罪 に つ な が る 可 能 性 の あ る web サ イ ト の 利 用 は 禁 止 す る 。  
　 　 　 （ 出 会 い 系 や ア ダ ル ト サ イ ト 、 ド ラ ッ グ 、 暴 力 な ど に つ な が る サ イ ト 等 ）  
　 　 　 ④ デ ー タ 容 量 が 大 き い も の の ダ ウ ン ロ ー ド は 禁 止 す る 。（ 遅 延 防 止 ）  
　 　 　 ⑤ 廊 下 や 階 段 で 歩 き な が ら 端 末 を 使 用 し な い こ と 。  
　 (2 )BYOD 端 末 の 保 管 に つ い て  
　 　 　 ① 端 末 は 必 ず 毎 日 持 ち 帰 り 、 自 宅 に て 充 電 を す る こ と 。 ﾛ ｯ ｶ ｰ等 に 置 い て 帰 宅 す る の は 禁 止 。 
      ② 移 動 教 室 の 際 は 基 本 端 末 を 持 参 す る こ と 。  
        使 用 し な い 教 科 の 場 合 は 鞄 や ロ ッ カ ー に 収 納 し 、 机 の 上 に は 放 置 し な い こ と 。  
 
６ ． 教 室 の 戸 の 開 放 、 教 室 の 消 灯 に つ い て  

( 1 )  換 気 の た め 、 休 み 時 間 等 に 教 室 の 戸 を 開 放 す る こ と 　  
( 2 )  体 育 授 業 ・ 移 動 教 室 等 で 教 室 を 空 け る 場 合 は 、 最 後 の 人 が 責 任 を 持 っ て 消 灯 す る こ と 。  
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７ ． 自 転 車 通 学 に つ い て                       
( 1 )  新 た に 自 転 車 通 学 を 希 望 す る 生 徒 は 、『 自 転 車 通 学 届 』 に 必 要 事 項 を 記 入 し て H R担 任 に 提 出

す る こ と 。  
( 2 )  自 転 車 通 学 は 学 校 が 許 可 し た 期 間 の み 。 降 雪 /積 雪 /路 面 凍 結 時 は 自 転 車 通 学 を 認 め な い 。  
( 3 )  必 ず 所 定 の 自 転 車 ス テ ッ カ ー を 見 え る 位 置 に 貼 る こ と 。  
( 4 )  交 通 事 故 に 遭 わ ぬ よ う 交 通 ル ー ル を 遵 守 す る こ と 。 特 に 登 下 校 時 は 注 意 を 払 う こ と 。  
( 5 )  万 が 一 の た め に 自 転 車 の 任 意 保 険 に 加 入 す る こ と が 望 ま し い 。  
( 6 )  乗 車 時 の 「 ヘ ル メ ッ ト 着 用 」 を 推 奨 す る 。（ 令 和 5 年 ４ 月 よ り 法 改 正 さ れ 「 努 力 義 務 」）  
( 7 )  自 転 車 は 所 定 の 自 転 車 置 場 (下 図 参 照 )に 学 年 毎 に 整 頓 し て 置 き 、そ れ 以 外 に は 置 か な い こ と 。 
　 （ 百 周 年 記 念 館 南 側 の ア ス フ ァ ル ト 部 分 は 定 時 制 の バ イ ク 駐 車 場 ）  

 
 第 １  １ 年 自 転 車    ﾄ ﾞ ｰ ﾑ下  
      自 転 車 置 場 の 学 年 毎 の 区 分 け に つ い て →   体   置 場  
      (定 時 制 生 徒 用 は 街 灯 の 下 )  育  ２  定 ３ 年  

 館 年 時  
正 門

８ ． 学 校 生 活 の マ ナ ー に つ い て  
   ( 1 )  社 会 一 般 の マ ナ ー を 守 る こ と 。 具 体 的 な 例 は 次 の と お り 。  
　 　 　  ①  職 員 室 入 室 の 際 は コ ー ト を 脱 ぎ 、 靴 を き ち ん と 履 く こ と 。  
　 　 　  ②  校 内 で 先 生 を 含 め た 目 上 の 人 に 出 会 っ た ら 挨 拶 す る こ と 。  
       ③  廊 下 や 階 段 を 歩 き な が ら 、 ア メ ・ ガ ム を 含 め た 飲 食 は し な い こ と 。  
       ④  自 分 で 出 し た ゴ ミ は 分 別 し て 所 定 の ゴ ミ 箱 に 捨 て る こ と 。  
　 　 　  ⑤  外 靴 で 校 内 に 入 っ た り 、 窓 か ら 出 入 り し な い こ と 。  
       ⑥  ト イ レ を 綺 麗 に 利 用 し 、 特 に ト イ レ の ゴ ミ 箱 の 使 用 は 最 小 限 に す る こ と 。  
       ⑦  廊 下 や 階 段 で 歩 き な が ら 携 帯 電 話 ・ ス マ ー ト フ ォ ン を 使 用 し な い こ と 。  
   ( 2 )  校 内 売 店 は 休 み 時 間 の み の 利 用 と し 、 授 業 に 遅 刻 し な い よ う 十 分 注 意 す る こ と 。  
   ( 3 )  校 舎 内 (体 育 館 を 除 く )で 、 ボ ー ル を 使 っ た り 、 バ ッ ト ･ラ ケ ッ ト 等 を 振 ら な い こ と 。  
　 　 　  各 階 の ホ ー ル ・ 廊 下 に 私 物 を 置 い て そ の 場 を 占 有 し な い こ と 。  
　  ( 4 )  体 育 及 び 部 活 動 で 更 衣 す る と き は 更 衣 室 を 使 用 す る こ と 。 特 に 放 課 後 、 や む を 得 ず 教 室 で

更 衣 す る 場 合 は 、 清 掃 の 妨 げ と な ら な い よ う に 配 慮 す る こ と 。  
   ( 5 )  校 内 の 掲 示 物 や 全 生 徒 へ の 配 布 物 は 、 H R担 任 や 顧 問 等 に 一 度 確 認 を し て も ら い 、 生 徒 部 に

届 け 出 て 所 定 の 認 印 を 受 け る こ と 。 原 則 、 校 内 で の 活 動 に 限 る 。  
　  ( 6 )  各 部 屋 の 解 錠 ・ 施 錠 は そ の 部 屋 の 管 理 責 任 者 （ 教 員 ） も し く は 顧 問 に 行 っ て も ら う こ と 。

管 理 責 任 者 ・ 顧 問 が 不 在 な ど 、 や む を 得 な い 場 合 は 、 ２ 階 職 員 室 に い る 他 の 教 員 （ 含 む 管

理 職 ） に 申 し 出 て 、 鍵 貸 出 簿 へ の 記 入 を 行 っ て か ら 鍵 を 借 り る こ と 。  
        鍵 の 返 却 時 も 、 鍵 貸 出 簿 へ 返 却 時 間 の 記 入 を 行 う こ と 。  
　 　 　   
９ ． 定 時 制 へ の 配 慮  

( 1 )  全 定 併 用 教 室 は 17： 00以 降 、 定 時 制 の 教 室 と な る 。   
( 2 )  1 7 : 0 0以 降 は 、 ３ 階 普 通 教 室 ・ 廊 下 ・ ホ ー ル お よ び 西 側 階 段 、 ４ 階 普 通 教 室 西 側 で の 部 活 動

を 禁 止 す る 。 荷 物 も 置 か な い こ と 。 　 　 　  
( 3 )  定 時 制 が 第 ２ 体 育 館 を 使 用 中 、 体 育 館 を 通 行 す る こ と は 厳 禁 。  

部 活 動 終 了 後 の 体 育 館 使 用 は 禁 止 。 (月 ・ 水 ・ 木 は １ ９ ： １ ５ ～ 体 育 授 業 )  
 
１ ０ ． そ の 他  
   ( 1 )  事 故 (交 通 事 故 や 盗 難 事 故 等 )発 生 時 は 速 や か に HR担 任 に 届 け 出 る こ と 。  
   ( 2 )  生 徒 手 帳 を よ く 読 ん で お く こ と 。 ま た 、 生 徒 手 帳 及 び 身 分 証 明 書 は 常 に 携 行 す る こ と 。  
   ( 3 )  校 舎 内 で 物 品 を 落 と し た り 拾 っ た り し た 場 合 に は 、 職 員 室 の 生 徒 部 教 員 に 申 し 出 て 、 生 徒

部 机 （ 職 員 室 給 湯 室 前 ） に あ る 『 遺 失 届 』、『 拾 得 届 』 に 記 入 す る こ と 。 拾 得 物 は 一 時 的 に 職

員 室 に て 保 管 し 、 そ の 後 体 育 職 員 室 横 の ロ ッ カ ー に 移 動 し 、 １ 年 後 に 廃 棄 処 分 す る 。  
   ( 4 )  テ ラ ス の 使 用 に つ い て は 、 後 日 使 用 方 法 等 を 周 知 す る ま で は 使 用 禁 止 と す る 。  
   ( 5 )  年 度 始 め の 手 続 き に つ い て は 下 記 の と お り 。  

  項 　 　 目  　  期 　 　 　 日 　 　 　 　 　 手 　 　 続 　 　 き 　 　 等

自 転 車 通 学 届  担 任 に 提 出 。 ス テ ッ カ ー を 受 領 後 自 転 車 通 学 可 。

身 分 証 明 書  ４ 月 １ ０ 日 (水 )  写 真 を 貼 り 「 身 分 証 明 書 発 行 願 」 と 共 に 担 任 へ 。

環 境 記 録 票 　 　 　 　 　 　 　 ま で  住 所 等 で 変 更 が あ る 場 合 は 、 担 任 へ

自 宅 外 通 学 生 徒 （ １ 年 生 は 別 途 案 内 ） 住 所 等 で 変 更 が あ る 場 合 は 、 担 任 へ

環 境 記 録 票

自 転 車 保 険 ４ 月 ８ 日 (月 )   1 年 生 加 入 案 内 配 布 。 2・ 3年 生 は 継 続 案 内 済 み 。 新

以 降 に 配 布 　 規 申 込 者 は 加 入 依 頼 書 を 生 徒 部 よ り 受 け 取 る 。



- 3 -


